
弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
田
総
合
支
所
＝
日
12

月
18
日（
金
）午
後
１
時
〜

４
時
　
定
６
人（
先
着
順
）

申
12
月
１
日
〜
18
日
に
、
電
話
で
豊
田

総
合
支
所（
☎
766−

２
０
７
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
日
毎
週
月
・
木
曜
日

※
祝
日
休
み
　
定
12
人（
相
談
日
の
１
週

間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）※
職

員
に
よ
る
一
般
相
談
も
平
日（
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
４
時
30
分
）に
実
施　

問
市
民
相
談
所（
☎
231−

３
７
３
０
）

「
ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン
下
関
」

相
談
窓
口
の
利
用
を

　
青
少
年
の
友
人
・
家
族
・

異
性
関
係
、
ひ
き
こ
も
り
な

ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

対
悩
み
を
持
つ
青
少
年
、
そ
の
保
護
者

な
ど
　
日
平
日
の
午
前
11
時
〜
午
後
７

時　

▽
相
談
電
話
＝
☎
231−

７
８
３
８

（
面
談
は
要
予
約
）　
▽
Bkisoudan@

city.shim
onoseki.yam

aguchi.jp

問
生
涯
学
習
課（
☎
231−

７
９
６
８
）

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

日
12
月
７
日（
月
）午
前
９
時
15
分
〜
午

後
２
時
45
分
　
所
ド
リ
ー
ム
シ
ッ
プ　

内
相
続
、
遺
言
、
法
人
設
立
、
許
認
可
、

成
年
後
見
に
関
す
る
こ
と
な
ど　
※
予
約

不
要　
▽
相
談
先
＝
山
口
県
行
政
書
士

会
下
関
支
部
事
務
局（
☎
282−

０
１
６
０
）

問
生
涯
学
習
課（
☎
231−

２
０
５
４
）

宅
内
の
汚
水
ま
す
は

定
期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う

　
公
共
下
水
道
に
接
続
さ
れ
て
い
る
家

庭
内
の
汚
水
ま
す
に
は
、
構
造
上
、
汚

水
に
含
ま
れ
る
わ
ず
か
な
固
形
物
や
油

お
知
ら
せ

分
が
た
ま
り
ま
す
。
放
置
し
て
お
く
と

管
が
詰
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
各
家

庭
で
定
期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。
個

人
で
十
分
可
能
で
す
。

　
最
近
、
汚
水
ま
す
の
清
掃
を
代
行
す

る
民
間
業
者
が
い
ま
す
。
市
は
関
与
し

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
を
。

問
上
下
水
道
局
下
水
道
課（
☎
231−

１
３

６
３
）、北
部
事
務
所（
☎
772−

４
０
２
８
）

浄
化
槽
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
使

用
を
始
め
て
３
カ
月
経
過
後
５
カ
月
の

間
と
、
そ
の
後
１
年
に
１
回
は
県
知
事

が
指
定
し
た
検
査
機
関
の
山
口
県
浄
化

槽
協
会
に
よ
る
検
査
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ
れ
、

本
来
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る

か
を
確
認
す
る
検
査
で
す
。
維
持
管
理

業
者
と
委
託
契
約
を
し
て
い
て
も
、
検

査
は
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
※

検
査
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
山
口
県
浄

化
槽
協
会
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す

問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
252−

０
９
７
８
）

12
月
の
臨
時
休
館
・
休
場
日

●
新
下
関
市
場
＝
日
２
・
６
・
９
・
13
・

20
・
23
日

問
青
果
市
場
室（
☎
256−

０
２
７
７
）

●
唐
戸
市
場
＝
日
12
月
９
日（
水
）

問
市
場
流
通
課（
☎
231−

１
４
４
０
）

●
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
下
関
駅
前
＝

日
12
月
24
日（
木
）※
23
日（
水
）は
開
庁

問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
231−

１
１
９
０
）

２
０
１
６
年　
下
関
観
光
カ
レ
ン

ダ
ー
を
販
売
し
て
い
ま
す

所
下
関
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会（
下

関
海
峡
メ
ッ
セ
６
階
／
豊
前
田
町
三
丁

目
）、
下
関
駅・新
下
関
駅
観
光
案
内
所
、

観
光
政
策
課
、
市
役
所
本
庁
舎
新
館
４

階
売
店
、
各
総
合
支
所
、
本
庁
の
各
支

所
　
料
一
部
500
円　
※
100
部
以
上
購
入

の
方
は
事
業
所
名
な
ど
無
料
で
印
刷（
黒

１
色
）

問
下
関
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会

�

（
☎
223−

１
１
４
４
）

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関

12
月
の
開
催
日
程
・
イ
ベ
ン
ト

●
12
日
〜
17
日
＝
Ｇ
Ⅲ
長
府

製
作
所
杯　
●
23
日
〜
27
日

＝
川
棚
温
泉
青
龍
杯　
●
30

日
〜
１
月
４
日
＝
お
正
月
特
選
競
走　

▽
場
外
発
売
＝
12
月
18
日
〜
23
日（
Ｓ
Ｇ

グ
ラ
ン
プ
リ
）、
26
日
〜
31
日（
Ｇ
Ⅰ
ク

イ
ー
ン
ズ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
）

●
全
館
休
館
日
…
12
月
１
日（
火
）

【
イ
ベ
ン
ト
】▼
那
珂
川
仁
美
ラ
イ
ブ
ス

テ
ー
ジ
＝
日
13
日（
日
）第
５
Ｒ
、
第
８

Ｒ
発
売
中　
▼
エ
グ
ス
プ
ロ
ー
ジ
ョ
ン

踊
る
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ
＝
日
23
日（
水
）

第
５
Ｒ
・
第
８
Ｒ
発
売
中

共
料
入
場
料
＝
100
円

問
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関（
☎
246−

１
１
６
１
）

市
有
財
産（
土
地
）を
売
却
し
ま
す

日
入
札
日
＝
12
月
22
日（
火
）午
前
10
時　

内
▽
物
件
＝
彦
島
迫
町
一
丁
目
２
９
０

０
番
42
／
雑
種
地
１
８
３
４
平
方
㍍　

▽
最
低
入
札
価
格
＝
３
１
１
７
万
８
０

０
０
円　
▽
入
札
参
加
資
格
＝
地
方
自

治
法
施
行
令
第
167
条
の
４
の
規
定
に
該

当
し
な
い
方　
※
入
札
で
不
落
と
な
っ

た
場
合
、
平
成
28
年
２
月
22
日（
月
）か

ら
最
低
入
札
価
格
に
て
先
着
順
で
売
払

12  月の総合相談
　　 （心配ごと）
日下表の通り

▽社会福祉協議会＝午前10時〜午後３時

▽社協各支所＝午前10時〜正午
※豊浦総合支所の行政相談は午前９時30
分〜11時30分
問①社会福祉協議会（☎232-2003）
　②社協菊川支所（☎287-4480）
　③社協豊田支所（☎766-3356）
　④社協豊浦支所（☎774-1122）
　⑤社協豊北支所（☎782-1799）
日 場所／相談員 問
2 社会福祉センター／民・人

①

3 彦島公民館／民・行

10
長府公民館／民・行

川中公民館／民・行

16 社会福祉センター／民・人・行・社

17 安岡公民館／民

24
小月公民館／民

勝山公民館／民・行

10 菊川町総合福祉会館／人※・司・行
②

12 菊川老人福祉センター／心

18 社協豊田支所／人・行 ③
8 豊浦総合支所／行

④
15 川棚公民館／人

21 豊北保健センター／民・人・行 ⑤
民…民生児童委員	 人…人権擁護委員
行…行政相談委員	 　　※法務局職員も来所
司…司法書士	 社…社会保険労務士
心…臨床心理士

年
末
年
始
の
日
曜
・
祝
日

当
番
医
の
ご
案
内

　
年
末
に
受
診
で
き

る
医
療
機
関
を
市
報

の
裏
表
紙（
32
㌻
）に

掲
載
し
て
い
ま
す
。
今
年
か
ら
12

月
31
日（
木
）だ
け
で
な
く
、
30
日

（
水
）も
当
番
制
を
と
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
か
か
り
つ
け
医
が
あ
る
場
合
は
、

あ
ら
か
じ
め
年
末
年
始
の
予
定
を

確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

問
保
健
医
療
課（
☎
231−

１
７
１
１
）

平成27年12月号 16

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ



申
請
を
受
け
付
け
　
所
下
関
港
国
際
タ
ー

ミ
ナ
ル
３
階
港
湾
局
会
議
室（
東
大
和
町

一
丁
目
）
　
持
印
鑑
、
入
札
保
証
金（
入

札
前
に
入
札
金
額
の
100
分
の
５
以
上
の

納
付
が
必
要
）、
収
入
印
紙
200
円
、
黒
ボ
ー

ル
ペ
ン
か
万
年
筆
　
申
入
札
当
日
に
、

入
札
会
場
で
参
加
申
込
書
を
記
入
し
提
出
。

●
現
地
説
明
会
＝
日
12
月
15
日（
火
）午

前
10
時
30
分
〜
11
時　
※
購
入
希
望
の

場
合
、
原
則
、
現
地
説
明
会
に
参
加
を

お
願
い
し
ま
す

問
港
湾
局
施
設
課（
☎
231−

４
１
７
３
）

新
消
防
庁
舎（
豊
浦
東
消
防
署
菊
川

出
張
所
）で
の
業
務
を
開
始
し
ま
し
た

　
豊
浦
東
消
防
署
菊
川

出
張
所
の
改
築
工
事
が

終
了
し
、
新
庁
舎
で
の

業
務
を
開
始
し
ま
し
た
。

11
月
25
日（
水
）に
は
竣

工
式
を
執
り
行
い
、
来

賓
の
方
々
に
よ
る
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
や
地

元
園
児
の
皆
さ
ん
に
よ
る
防
火
演
技
で

完
成
を
祝
い
ま
し
た
。

　
今
後
も
菊
川
地
区
の
防
火
防
災
拠
点

と
し
て
、
地
域
に
密
着
し
た
消
防
サ
ー

ビ
ス
に
努
め
ま
す
。
住
所
や
電
話
番
号

に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
消
防
局
総
務
課（
☎
233−
９
１
１
１
）

年
末
年
始
の
交
通
安
全
県
民
運
動

期
12
月
10
日
〜
１
月
３
日

【
運
動
の
重
点
】　
▽
子
ど

も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止　
▽
自
転
車
の
安
全

利
用
の
推
進　
▽
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
な
ど

の
着
用
の
徹
底　
▽
飲
酒
運
転
の
根
絶

▽
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン
の
推
進

問
防
災
安
全
課（
☎
231−

９
３
３
３
）

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
終
了
と

電
子
証
明
書
の
書
き
込
み
終
了

　
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）

へ
の
電
子
証
明
書
の
書
き
込
み（
更
新
含

む
）や
住
基
カ
ー
ド
の
交
付
申
請（
新
規
、

再
交
付
と
も
）は
、
平
成
27
年
12
月
22
日

（
火
）午
後
４
時
30
分
ま
で
で
す
。

　
特
に
平
成
27
年
分
の
確
定
申
告
で
電

子
申
請
を
利
用
す
る
方
は
、
お
手
持
ち

の
住
基
カ
ー
ド
で
確
定
申
告
を
終
え
た

後
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
を
す
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※
本
庁
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
だ
け
は
、

住
基
カ
ー
ド
の
交
付
を
12
月
28
日（
月
）

午
後
５
時
15
分
ま
で
受
け
付
け
ま
す

問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
231−１
１
９
０
）

下
関
市
表
彰　
功
労
者
を
表
彰
し
ま
す

　
下
関
市
の
発
展
に
尽
く
さ
れ
た
方
が
、

11
月
27
日（
金
）に
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

表
彰
さ
れ
た
方
は
次
の
通
り
で
す
。（
敬

称
略
・
功
労
別
五
十
音
順
）

●
自
治
功
労　
異
儀
田
博
己（
豊
浦
町
大

字
厚
母
郷
）、
亀
田
博（
山
の
田
本
町
）、

菅
原
明（
千
鳥
ヶ
丘
町
）、田
中
義
一（
王

司
本
町
四
丁
目
）、
中
村
勝
彦（
綾
羅
木

本
町
三
丁
目
）、
平
岡
泰
彦（
唐
戸
町
）、

山
下
隆
夫（
垢
田
町
一
丁
目
）

●
産
業
功
労　
宮
本
光
矩（
八
幡
浜
市
保

内
町
宮
内
）、
米
田
英
治（
永
田
本
町
二

丁
目
）

●
厚
生
功
労　
今
井
吉
治（
彦
島
迫
町
一

丁
目
）、
倉
光
誠（
秋
根
東
町
）、
黒
川
雅

史（
吉
見
本
町
一
丁
目
）、
新
藤
直
治（
豊

田
町
大
字
矢
田
）、
原
田
弘
義（
山
陽
小

野
田
市

山
二
丁
目
）、
松
本
安
司（
長

府
浜
浦
町
）、
水
野
智
惠
子（
綾
羅
木
新

町
四
丁
目
）、
水
野
昌
勝（
本
町
一
丁
目
）、

芳
川
修
栄（
後
田
町
五
丁
目
）、
吉
田
勝

信（
綾
羅
木
南
町
一
丁
目
）、
吉
本
正
博

（
向
洋
町
三
丁
目
）

●
社
会
事
業
功
労　
一
色
賢
治（
新
地
西

町
）、
植
田
秀
明（
彦
島
本
村
町
五
丁
目
）、

上
野
幸
子（
長
府
黒
門
町
）、
奥
村
勇（
貴

船
町
一
丁
目
）、
河
井
伸
行（
山
の
田
西

町
）、
高
呂
栄（
小
月
京
泊
）、
髙
橋
健
太

郎（
彦
島
海
士
郷
町
）、
竹
下
義
人（
汐
入

町
）、
弘
中
光
貢（
椋
野
町
三
丁
目
）、
藤

井
啓
吾（
後
田
町
四
丁
目
）、
前
田
周
作

（
新
地
西
町
）、
山
本
幾
郎（
彦
島
桜
ヶ
丘

町
）、
山
本
博（
春
日
町
）

●
善
行
表
彰　
濵
㟢
和
子（
石
神
町
）

問
総
務
部
総
務
課（
☎
231−

２
４
１
３
）

新
し
い
町
名
が
で
き
ま
し
た

　
12
月
１
日（
火
）か
ら
、
幡
生
本
町
の

一
部（
幡
生
ヤ
ー
ド
）が
幡
生
新
町
に
な

り
ま
し
た
。

幡生本町
幡生新町

大
坪
本
町

武久町二丁目

武久町一丁目
問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
235−

９
２
２
６
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
は

受
け
取
ら
れ
ま
し
た
か

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通

知
カ
ー
ド
を
簡
易
書
留

（
転
送
不
要
）で
順
次
送

付
し
て
い
ま
す
。
郵
便

局
の
保
管
期
間
を
過
ぎ

た
も
の
は
、
住
所
を
管
轄
す
る
本
庁
、

本
庁
の
各
支
所
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
で
お
預
か
り
し
て
い
ま
す
。
通
知

カ
ー
ド
を
受
け
取
ら
れ
て
い
な
い
方
は
、

管
轄
の
窓
口
に
電
話
で
確
認
の
う
え
、

受
け
取
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
10
月
５
日
以
降
に
転
入
・
転
居
さ
れ

た
方
は
、
お
届
け
が
遅
く
な
り
ま
す
。

問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
231−

１
１
９
０
）

後
期
出
生
記
念
樹
の
申
し
込
み
を

対
出
生
時
に
下
関
市
民
と
し
て
住
民
登

録
を
し
た
新
生
児（
生
後
１
年
以
内
）

申
12
月
31
日（
木
／
必
着
）ま
で
に
、
出

生
届
提
出
の
際
に
受
け
取
っ
た
専
用
は

が
き
で
申
し
込
み
を
。

問
公
園
緑
地
課（
☎
231−

１
９
３
３
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
対
応
に
伴
う
証
明
書

コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
休
止
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
対
応
す
る
た

め
、
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
12
月
24

日
〜
25
日
の
間
、
休
止
し
ま
す
。　

　
コ
ン
ビ
ニ
交
付
で
住
民
票
の
写
し
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
可
能
と
な
る
の

は
平
成
28
年
２
月
か
ら
の
予
定
で
す
。

問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
231−

１
１
９
０
）

女
性
の
輝
き
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

対
再
就
職
を
考
え
て
い
る
女

性
　
日
12
月
18
日（
金
）午
前

10
時
30
分
〜
午
後
３
時
　
所

ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館
　
内
▽「
わ
た
し
ら

し
い
働
き
か
た
」セ
ミ
ナ
ー
＆
交
流
会
／

講
師
…
坂
本
洋
子
氏（
米
粉
パ
ン
専
門
店

「
こ
め
ら
ぼ
キ
ッ
チ
ン
」オ
ー
ナ
ー
）

▽
ビ
ジ
ネ
ス
メ
イ
ク
体
験
コ
ー
ナ
ー　

▽
就
職
活
動
準
備
サ
ポ
ー
ト（
履
歴
書
用

の
写
真
撮
影
サ
ー
ビ
ス
、
履
歴
書
・
面

談
対
策
、
適
職
診
断
な
ど
）

問
産
業
立
地
・
就
業
支
援
課

�

（
☎
231−

１
３
１
０
）

臨時福祉給付金の受け付けが
間もなく締め切られます
◆臨時福祉給付金
申申請締切＝12月28日（月）
※支給条件などの詳細は、市報
８月号20㌻を参照してください
◆提出先＝臨時福祉給付金室（〒
750-8521市内南部町１番１号）
◆手続きに関する問い合わせ＝
下関市臨時福祉給付金室コール
センター（☎231-1555）

▽午前９時〜午後５時（平日のみ）
◆給付金相談窓口＝市役所本庁
舎本館１階ロビー、本庁管内
12支所、各総合支所市民生活課　

▽午前９時〜午後５時（平日のみ）
問臨時福祉給付金室
　（☎231-1208）

対…対象　日…日時　期…期間　所…場所　内…内容　師…講師　定…定員
料…参加費など　持…持参する物　申…申込方法　共…共通事項　問…問合先マークの見方平成27年12月号17
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